
野
木
町
人
事
行
政
運
営
等
の

平
成
27
年
度
の
状
況
を
公
表
し
ま
す

問
総
合
政
策
部
総
務
課

撒（
５７)

４
１
５
８

　　

野
木
町
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

27
年
度
の
野
木
町
の
職
員
人
事
行
政

等
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１
職
員
の
任
免
お
よ
び
職
員

　

数
に
関
す
る
状
況

○
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
選
考

　

に
よ
る
任
用
と
競
争
試
験
に
よ
る

　

任
用
が
あ
り
ま
す
。

選
考
に
よ
る
任
用

・
係
長
以
上
の
職
ま
た
は
こ
れ
に
相

　

当
す
る
も
の
と
町
長
が
認
め
る
職

・
単
純
な
労
務
職
（
運
転
手
、
用
務

　

員
等
）

・
法
令
上
の
資
格
若
し
く
は
技
能
等

　

を
必
要
と
す
る
職
（
保
健
師
、
栄

　

養
士
等
）

競
争
試
験
に
よ
る
任
用

・
競
争
試
験
は
小
山
ブ
ロ
ッ
ク
市
町

　

等
職
員
採
用
試
験
事
務
共
同
実
施

　

協
議
会
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

・
選
考
に
よ
り
任
用
す
る
職
以
外
の

　

職
（
事
務
職
等
）

○
職
員
数
の
状
況

○
職
員
数
・
定
員
管
理
の
状
況

部門 区分
職員数 対前年

増減数
主な増減理由

26年度 27年度

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 ３ ３ ０

総務 ４９ ５０ １ ふるさとプランに基づく事業計画（１）

税務 １３ １３ ０

労働 ０ ０ ０

農水 １１ １０ ▲１ 人員配置見直し（▲１）

商工 ３ ３ ０

土木 １５ １５ ０

民生 １２ １２ ０

衛生 １６ １６ ０

小計 １２２ １２２ ０

教育部門 ３１ ２８ ▲３
人員配置見直し、定年退職による
（▲３）

消防部門 ０ ０ ０

小計 １５３ １５０ ▲３

公
営
企
業
等

　
　

会
計
部
門

水道 ４ ４ ０

下水道 ６ ６ ０

その他 １０ １１ １ 特別会計新設による（１）

小計 ２０ ２１ １

合計
１７３

（１９８）
１７１

（１９８）
▲２
（０）

※１．平成27年度地方公共団体定員管理調査による。
　２．職員数は一般職に属する職員数（教育長含む）である。
　３．（　）内は、条例定数の合計である。

【採用試験の実施状況】
　（平成27年度実績）

組織上名 職員数 構成比

部長 ３人 １．８％

課長級 １５人 ８．８％

課長補佐 １６人 ９．４％

係長 ２５人 １４．６％

主任 ４１人 ２４．０％

主査 １８人 １０．５％

主事 ３４人 １９．９％

主事補 ２人 １．２％

保健師 ３人 １．８％

用務員 ５人 ２．９％

運転手 ５人 ２．９％

給食調理員 ４人 ２．３％

合計 １７１人 １００．０％

年齢 人数 構成比

１９歳以下 １人 ０．６％

２０歳以上
２９歳以下

３７人 ２１．６％

３０歳以上
３９歳以下

４１人 ２４．０％

４０歳以上
４９歳以下

４２人 ２４．６％

５０歳以上
５９歳以下

５０人 ２９．２％

合計 １７１人 １００．０％

【職名別職員の状況】　
（平成27年４月１日）

【年齢階層別職員の状況】
（平成27年４月１日）

【部門別職員数の状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日）①人件費の総額　
　　　　（平成27年度一般会計決算見込）

②一般職員の給与費
　　（平成27年度一般会計決算見込）

人口
（平成27年
３月３１日
現在）

歳出額 人件費
人件
費率

２５，３５９
人

８，８２０，４２６
千円

１，４６８，０３２
千円

１６．６％

給料 ５３４，８８５千円

職員手当 １５２，５４６千円

期末勤勉手当 ２０９，０９２千円

合計 ８９６，５２３千円

※人件費には、一般職員のほか町長等特
　別職、議会議員、各種行政委員会等の
　特別職に支給される給料、報酬等が含
　まれています。

２
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
状
況

試験区分 受験者
最終
合格者

一
般
行
政
職

一般
事務

３６人 ９人

保健師 ６人 ４人

土木
技師

２人 １人

言語
聴覚士

１人 １人

（8）



野木町人事行政運営等の
平成27年度の状況を公表します

⑨
勤
務
時
間
の
状
況

・
始
業
終
業
時
間

　

８
時
３０
分
〜
１７
時
１５
分

※
勤
務
の
特
殊
性
が
あ
る
場
合
は
、

　

別
に
勤
務
時
間
を
定
め
ま
す
。

・
休
憩
時
間　

１２
時
〜
１３
時

⑩
年
次
有
給
休
暇

・
一
の
年
度
に
お
い
て
、
２０
日
以
内

・
取
得
状
況

　

平
均
使
用
日
数
６
・
０
日

⑪
特
別
休
暇

　

特
別
休
暇
は
、
選
挙
権
の
行
使
、

結
婚
、
出
産
、
忌
引
、
交
通
機
関
の

事
故
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ

る
休
暇

⑫
介
護
休
暇

【
概
要
】
職
員
が
配
偶
者
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
の
負
傷
、
疾
病
又
は

老
齢
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に

支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
で
、
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る

場
合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
時
間
に

つ
き
給
与
減
額
を
す
る
制
度

・
取
得
状
況　

な
し

⑬
病
気
休
暇

【
概
要
】
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の

た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
、

そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

・
医
師
等
の
証
明
書
が
必
要
な
病
気

　

休
暇
の
取
得
状
況　
　

６
人

③特別職の報酬、手当　（平成27年４月１日現在）④職員の平均給料月額および平均年齢
　　　　　　　　　　　　（平成27年４月１日現在）

⑤職員の初任給　（平成27年４月１日現在）

区分 給料月額等 備考

給料
町長 ７０２，０００円 １０％減額

副町長 ５８９，０００円 ５％減額

報酬

議長 ３５０，０００円

副議長 ２８０，０００円

議員 ２６０，０００円

期末手当

町長 ６月期　１．４７５月分

副町長 １２月期　１．６２５月分

計 ３．１０月分

議長
６月期　１．４７５月分

１２月期　１．６２５月分
副議長

議員

計 ３．１０月分

区分 支給額

一般行政職

大学卒 １７４，２００円

高校卒 １４２，１００円

技能労務職 高校卒 １３９，５００円

⑥職員の経験年数別・学歴別給料月額（平成27年４月１日現在）⑦一般行政職の級別職員数の状況　（平成27年４月１日現在）

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般
行政職

大学卒 ２６８，２００円 ３５７，４５０円 ３９７，２９０円

高校卒 ３３３，８５０円 ３８８，２００円

区分 標準的な職務 職員数 構成比

１級 主事・技師・主事補・技師補 １６人 １３．１％

２級 主事・技師 １４人 １１．５％

３級 主査 １４人 １１．５％

４級 主任 ４８人 ３９．３％

５級 副主幹 １３人 １０．６％

６級 主幹 １４人 １１．５％

７級 参事 ３人 ２．５％

※平成27年度公務員給与実態調査による。

⑧職員の手当状況（平成27年４月１日現在）

区分 内容

扶養
手当

配偶者 １３，０００円

第２子まで ６，５００円

その他の扶養親族 ６，５００円

１６歳から２２歳の子１人につき ５，０００円加算

通勤
手当

公共交通機関利用 運賃相当額

自家用車など利用 ２km以上２，０００円から

住居
手当

借家 家賃に２７，０００円以内

期末
勤勉
手当

支給月 期末手当 勤勉手当

６月期 １．２２５月分 ０．７２月分

１２月期 １．３７５月分 ０．７２月分

計 ２．６０月分 １．４４月分

職制上の段階、勤務の級等による加算措置があります。

退職
手当

勤続年数 自己都合 勧奨・定年

２０年 ２０．４４５月分 ２５．５５６２５月分

２５年 ２９．１４５月分 ３４．５８２５月分

３５年 ４１．３２５月分 ４９．５９月分

最高限度額 ４９．５９月分 ４９．５９月分

定年前早期退職者応募認定制度による特別措置があります。

特殊
勤務
手当

職員全体に占める手当支給職員の割合 ２％

支給総額　　　　　　 １４５千円

手当の種類（手当数） ４

時間外
手当

27年度
支給総額 ８８，１７９千円

職員１人当たり支給年額 ５８８千円

26年度
支給総額 ７５，８７２千円

職員１人当たり支給年額 ４９９千円

区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職
（事務職員、技術職員）

３１０，４００円 ４１．２歳

技能労務職
（運転手、調理員）

２７８，６００円 ５２．３歳

（9）



野木町人事行政運営等の
平成27年度の状況を公表します

３
職
員
の
休
業
に
関
す
る
状
況

茨
育
児
休
業

　

育
児
休
業
及
び
部
分
休
業

【
概
要
】
子
を
養
育
す
る
職
員
の
継

続
的
な
勤
務
を
促
進
し
、
職
員
の
福

祉
を
増
進
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の

円
滑
な
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
制
度

・
育
児
休
業
利
用
状
況　
　
　

８
人

　

（
生
後
３
年
に
達
し
な
い
子
を
養

　

育
し
て
い
る
職
員
）

・
部
分
休
業
利
用
状
況　
　
　

な
し

　

(

３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
し

　

て
い
る
職
員
が
復
職
し
た
場
合
に

　

取
得
で
き
る
・
勤
務
し
な
い
時
間

　

給
与
減
額)

芋
自
己
啓
発
休
業

　

地
方
公
務
員
法
第
２６
条
の
５
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
務
に
関
す
る
能
力

向
上
を
目
的
と
し
て
、
大
学
等
課
程

の
履
修
又
は
国
際
貢
献
活
動
の
た
め

休
業
す
る
制
度

・
自
己
啓
発
休
業
利
用
状
況　

１
名

鰯
修
学
部
分
休
業

　

地
方
公
務
員
法
第
２６
条
の
２
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
務
に
関
す
る
能
力

向
上
を
目
的
と
し
て
、
学
校
教
育
法

に
規
定
す
る
各
種
教
育
施
設
で
、
勤

務
時
間
の
一
部
を
修
学
の
た
め
に
休

業
す
る
制
度

・
修
学
部
分
休
業
利
用
状
況　

な
し

允
配
偶
者
同
行
休
業

　

地
方
公
務
員
法
第
２６
条
の
６
の
規

定
に
基
づ
き
、
配
偶
者
の
勤
務
や
修

学
等
の
外
国
滞
在
に
同
行
す
る
た
め

休
業
す
る
制
度

配
偶
者
同
行
休
業
利
用
状
況　

な
し

４
職
員
の
分
限
処
分
お
よ
び

　

懲
戒
処
分
の
状
況

茨
分
限
処
分

①
分
限
処
分
制
度
の
概
要

　

地
方
公
務
員
法
第
２８
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
意
に
反
す

る
降
任
、
免
職
、
休
職
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
制
度

②
分
限
処
分
の
状
況　
　
　
　

１
名

芋
懲
戒
処
分

①
懲
戒
処
分
の
概
要

　

地
方
公
務
員
法
第
２９
条
第
４
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
戒
告
、
減
給
、
停

職
及
び
免
職
の
処
分
を
す
る
制
度

②
懲
戒
処
分
の
状
況　
　
　
　

１
名

５
職
員
の
服
務
の
状
況

茨
服
務
規
律
の
概
要

　

全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
公
共
の

利
益
の
た
め
に
勤
務
し
、
誠
実
か
つ

公
正
に
職
務
に
専
念
す
る
規
律

芋
服
務
規
律
の
確
保
の
た
め
に

・
地
方
公
務
員
と
し
て
相
応
し
い
接

　

客
等
を
行
う
た
め
に
野
木
町
職
員

　

接
遇
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
実
施

・
野
木
町
人
材
育
成
基
本
方
針
の
実
施

６
退
職
管
理
の
状
況

　

退
職
時
課
長
職
以
上
の
職
員
で
、

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
再
就
職
し

た
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
名

（
本
町
で
再
任
用
さ
れ
た
者
を
除
く
）

７
職
員
の
研
修
お
よ
び
勤
務

　

成
績
の
評
定
の
状
況

茨
研
修
の
実
施
状
況
（
受
講
者
数
）

○
小
山
地
区
職
員
研
修
協
議
会
研
修

　

…
１
０
１
人

○
栃
木
県
市
町
村
職
員
研
修
協
議
会

　

研
修
…
１５
人

○
そ
の
他
…
１
８
２
人

芋
勤
務
成
績
の
評
定
の
実
施
状
況

　

野
木
町
人
材
育
成
基
本
方
針
の
中

の
人
事
評
価
制
度
に
基
づ
き
、
平
成

１８
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

８
職
員
の
福
祉
お
よ
び
利
益

　

の
保
護
の
状
況

茨
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
対
策

・
健
康
診
断

　

一
般
健
康
診
断
・
が
ん
検
診

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施

芋
労
働
安
全
衛
生
に
関
す
る
事
項

・
野
木
町
職
員
安
全
衛
生
管
理
委
員

　

会
の
設
置

鰯
災
害
補
償
の
実
施
状
況

①
公
務
災
害
補
償
制
度
の
概
要　

　

地
方
公
務
員
法
第
４
５
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
が
公
務
に

よ
り
死
亡
、
負
傷
若
し
く
は
疾
病
し
、

ま
た
は
障
害
状
態
に
な
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
補
償
す
る
制
度

②
認
定
件
数　
　
　
　
　
　
　

１
件

允
職
員
互
助
会
へ
の
補
助
の
実
施
状
況

・
職
員
互
助
会
が
実
施
す
る
職
員
の

福
利
厚
生
事
業
に
対
し
、
１
人
当
た

り
２
千
円
の
補
助
を
し
て
い
ま
す
。

９
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置

　

の
要
求
の
状
況

　

係
属
事
案
は
な
く
、
平
成
２7
年
度

に
新
た
な
措
置
要
求
は
な
か
っ
た
。

10
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不

　

服
申
し
立
て
の
状
況

　

係
属
事
案
は
な
く
、
平
成
２7
年
度

に
新
た
な
不
服
申
し
立
て
は
な
か
っ

た
。

（10）
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